
 

第 53号（2016年 5月） 

中 

今月は、平成２８年度の両立支援等助成金および職場意識改善助成金についてご紹介したいと思います。 

 出生時両立支援助成金（新設） 

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児

休業を取得させた事業主が対象です。 

【支給要件】 

◆子の出生後８週間以内に開始する連続した１４日以上（中小企業は５日以上）の育児休業であること。 

◆過去３年以内に育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと。 

◆平成２８年４月１日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行っている

こと。なお、当該取組は、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っ

ていること。 

 男性労働者育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組とは、例えば次のような取組をいう。 

 ・男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 

 ・管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨 

 ・男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施 

【支給額】 

◆中小企業 取組及び育休１人目：６０万円 

２人目以降    ：１５万円 

◆大企業  取組及び育休１人目：３０万円 

  ２人目以降    ：１５万円 

 介護支援取組助成金（新設） 

仕事と介護の両立支援の推進するため、労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主が

対象です。 

【支給要件】 

◆仕事と介護の両立に関する取組を行っていること。 

 仕事と介護の両立に関する取組とは、次の①～③の全ての取組をいう。 

 ①労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握 

  ・平成２７年４月１日以後に、厚生労働省が指定する所定の調査票に基づいて、その雇用する雇用

保険被保険者全員に対するアンケート調査により実施するものであること。 

 ②介護に直面する前の労働者への支援 

  平成２８年度以後に、以下のいずれも実施すること。 

  ・厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等による研修の実施 

  ・厚生労働省が指定する資料に基づいた周知 

 ③介護に直面した労働者への支援 

・仕事と介護の両立に関する相談窓口の設置及び周知 

【支給額】 １企業１回のみ：６０万円 
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 育休復帰支援プランコース（変更） 

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中

小企業事業主が対象となります。 

◆これまで支給対象となるのは１企業につき１人まででしたが、これを拡充して、１企業につき２人ま

で（期間雇用者１人、雇用期間の定めのない労働者１人）です。 

【支給額】 

正社員、期間雇用者それぞれ１人について、以下の通り支給 

プランを策定し、育休取得したとき：３０万円 

育休者が職場復帰したとき    ：３０万円 

 （新）職場意識改善助成金（職場環境改善コース） 

  「労働時間等の設定の改善」※により、所定外労働の削減や、年次有給休暇の取得促進に取り組む

中小企業事業主が対象です。 

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と

健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことをいいます。 

【対象事業主】 

雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が１３日以下であって月間平均所定外労働時間数が

１０時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主 

【助成内容】 

１．支給対象となる取組（いずれか１つ以上実施すること） 

  ○労務管理担当者に対する研修    ○労務管理用ソフトウェア 

○労働者に対する研修、周知・啓発  ○労務管理用機器 

  ○外部専門家によるコンサルティング ○デジタル式運行記録計 

  ○就業規則・労使協定等の作成・変更 ○テレワーク用通信機器 

                    ○労働能率の増進に資する設備・機器等  

                 などの導入・更新 

２．成果目標 

  支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施すること。 

目的 成果目標 

ａ．年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を４日以上増加させる 

ｂ．所定外労働の削減 労働者の月間平均所定外労働時間数を５時間以上削減させる 

【支給額】 

「１．支給対象となる取組」の取組の実施に要した経費の一部を、「２．成果目標」を達成した場合に支

給します。 

対象経費 助成額 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製

本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 

対象費用の合計額×補助率 

※上限額を超える場合は上限額 

 

成果目標の達成状況 ａ，ｂともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成 

補助率 ３／４ ５／８ １／２ 

上限額 １００万円 ８３万円 ６７万円 

 

参考文献：厚生労働省ホームページ、リーフレット 


